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修正前（27.11.25時点） 修正後 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 自転車交通安全教育（第８条―第11条） 

第３章 自転車の安全で適正な利用に関する取組（第12条―第17

条） 

第４章 財政上の措置（第18条） 

付則 

 

前文、第１条～第15条 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 自転車交通安全教育（第８条―第11条） 

第３章 自転車の安全で適正な利用に関する取組（第12条―第18

条） 

第４章 財政上の措置（第19条） 

付則 

 

前文、第１条～第15条 省略 

 

（自転車安全利用指導員） 

第16条 知事は、自転車の安全で適正な利用を指導するため、自転車

安全利用指導員（以下「指導員」という。）を委嘱することができる。 

２ 指導員は、次に掲げる活動を行う。 

(1) 自転車交通安全教育を行うこと。 

(2) 自転車の安全で適正な利用に関する広報および啓発を行うこ

と。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、自転車の安全で適正な利用を推進

すること。 
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第16条 省略 

 

第17条 省略 

 

第18条以下 省略 

 

 

 

３ 指導員は、自転車が歩行者に危害を及ぼし、または迷惑をかける

おそれがある場合その他自転車が関係する交通事故を防止するため

に必要であると認められる場合には、自転車利用者に対し、指導ま

たは助言を行うことができる。 

 

 

第17条 省略 

 

第18条 省略 

 

第19条以下 省略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


